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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
お
一
人
お
ひ
と
り
に
保

険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　
そ
の
保
険
料
を
決
め
る
基
準
で

あ
る
保
険
料
率
（
均
等
割
額
と
所

得
割
率
）
は
、
２
年
ご
と
に
見
直

し
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
た
び
平
成
２２
・
２３
年
度
の
保
険

料
率
が
決
定
し
ま
し
た
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　
年
間
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者

が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

（
定
額
）
と
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の

合
計
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
額
の
通
知
に
つ
い
て

　
個
人
ご
と
の
保
険
料
額
は
、
７

月
中
旬
に
お
送
り
す
る
保
険
料
額

決
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の
軽
減
　

措
置
に
つ
い
て

　
平
成
２１
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
、

平
成
２２
年
度
の
保
険
料
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。（
軽
減
割
合
は
平
成

２１
年
度
と
同
じ
で
す
）

【
均
等
割
額
の
軽
減
】

　
平
成
２１
年
中
の
世
帯
（
世
帯
主

と
世
帯
内
の
被
保
険
者
）
の
総
所

得
金
額
等
が
、
下
の
表
の
基
準
金

額
以
下
の
方
は
、
基
準
に
応
じ
た

割
合
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
基
準
額
の
算
出
に
あ
た

っ
て
は
、
６５
歳
以
上
の
公
的
年
金

受
給
者
の
場
合
、
総
所
得
金
額
等

か
ら
年
金
所
得
の
範
囲
内
で
最
大

１５
万
円
を
控
除
し
て
軽
減
判
定
さ

れ
ま
す
。

【
所
得
割
額
の
軽
減
】

　
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
所
得

（
総
所
得
金
額
等
か
ら
基
礎
控
除

額
３３
万
円
を
引
い
た
額
）
が
５８
万

円
（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は
２

１
１
万
円
）
以
下
の
方
は
、
所
得

割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料
の

軽
減
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
、
会
社
の
健
康
保
険

な
ど
の
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
は
、
制
度
加
入
か
ら
当

分
の
間
、
所
得
割
額
は
か
か
ら
ず
、

均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
特
例
と
し
て
、
平
成
２２

年
度
は
均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ

れ
、
年
額
４，

３
９
２
円
と
な
り

ま
す
。

　
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
・
国

民
健
康
保
険
組
合
に
加
入
さ
れ
て

い
た
方
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）

　
　
４
８
・
３
０
０
４

軽減割合（軽減後の均等割額：年額）

９割（４，３９２円）

７割（１３，１７７円）⇒８.５割（６，５８８円）※

５割（２１，９６２円）

２割（３５，１３９円）

被保険者全員の各所得（年金所得は控除額を
８０万円として計算）が０円

上記以外

※本来は７割軽減ですが、軽減措置により平成２２年度は８.５割の軽減となります。

基礎控除額

（３３万円）以下

「基礎控除額（３３万円）＋２４.５万円×被保険者の数（被保険者で
ある世帯主を除く）」で算出した額以下

「基礎控除（３３万円）＋３５万円×被保険者の数」で算出した額以下

均等割額の軽減措置の対象となる総所得金額等（被保険者＋世帯主）の基準

※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ただし、こ
こでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費
のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません。

保険料の計算方法

保険料額（年額）

 （上限５０万円）

均等割額

平成２２・２３年度 平成２０・２１年度

４３，９２４円

８.２３％

均 等 割 額

所 得 割 率

４３，９２４円

８.０７％

４３，９２４円
＋＝

所　得　割　額

（総所得金額等－３３万円）×８.２３％
　　　※　　　　

　兵庫県後期高齢者医療広域連合の決算剰余金約６７億円の
活用と、兵庫県に設置している財政安定化基金から約２１億
円を取り崩し、合計約８８億円を繰り入れることにより、均
等割額を据え置くとともに、所得割率の上昇を０.１６ポイン
トに抑えることができました。

平成２２・２３年度の保険料率


